
令和７年２月６日  

烏 山 総 合 支 所   

危 機 管 理 部  

 

オウム真理教問題対策（状況）について 

 

 

１ 現地の状況 

信者の居住状況について、関係機関からの情報では、ＧＳハイム烏山（南烏山６－３

０－１９）に「ひかりの輪」信者５名程度が居住している模様である。 

 

 

２ 烏山地域オウム真理教対策住民協議会の活動状況 

（１）会議の開催状況 

第１９０回実行委員会（第２５４回事務局会議合同） 

   日 時 令和６年１２月６日（金）午後１時３０分～３時００分 

第１９１回実行委員会（第２５５回事務局会議合同） 

   日 時 令和７年１月１５日（水）午後１時３０分～２時２０分 

 

 

３ オウム真理教問題講演会の開催 

 日  時  令和６年１２月１２日（木）午後３時３０分～４時４５分 

場  所  砧区民会館「成城ホール」 

 演  題  「オウム真理教問題を風化させない」 

 講  師  公安調査庁職員 

対  象  区民及び区職員 

 参加者数  １３４名 

 

 

４ オウム真理教対策関係市区町連絡会の要請行動 

日  時  令和６年１２月１３日（金）午後５時３０分～６時１５分 

 要 請 先    法務大臣、公安調査庁長官 

 要請内容  別紙１及び別紙２のとおり 

 参 加 者  足立区長ほか市区町連絡会の自治体担当者及び足立区、世田谷区、滋賀県

甲賀市の住民協議会代表、国会議員や都・区議会議員など４６名 
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５ 「アレフ」に対する公安調査庁の再発防止処分の請求  

現在「アレフ」は、団体規制法で定められている報告すべき事項の一部を報告せず、

無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難な状況にあるとして、４

回目の再発防止処分下にあり、その期間は令和６年９月２１日から令和７年３月２０日

までの６か月間となっている。 

公安調査庁は、報告の是正を求めるため指導文書を繰り返し発出してきたが、「アレフ」

は指導文書の受取を拒否し指導に応じないため、１月２７日に公安審査委員会に対して、

５回目の再発防止処分を請求した。処分内容は、これまで同様に建物の全部使用禁止４

施設及び建物の一部使用禁止施設１２施設、金品の贈与を受けることの禁止を継続し、

期間は６か月としている。 

 

 

６ 「パネルで振り返る地下鉄サリン事件（３０年）」の開催（予定） 

 実施期間  令和７年３月１０日（月）～２４日（月） 

 場  所  区役所東棟ＭＢ１（半地下階）ホール、烏山区民センター１階ホワイエ 

 内  容  事件当時の写真パネルの展示 

 主  催  警視庁 

 共  催  烏山地域オウム真理教対策住民協議会 
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オ
ウ
ム
真
理
教

　
　
何
が
問
題
か

烏
山
地
域
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
住
民
協
議
会

会
長　

古
馬
一
行

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

今
年
は
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら
30
年
、

住
民
協
議
会
の
活
動
も
25
年
に
な
り
ま
し
た
。

25
年
も
経
つ
と
世
代
が
変
わ
っ
て
お
り
、多
く

の
人
が
オ
ウ
ム
真
理
教
の
何
が
問
題
な
の
か

分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。

　

オ
ウ
ム
真
理
教
は
チ
ベ
ッ
ト
・イ
ン
ド
辺
り

で
生
ま
れ
た
古
代
密
教
を
下
敷
き
に
し
て
い

る
よ
う
だ
。平
安
時
代
、唐
に
渡
っ
て
古
代
密

教
の
経
典
を
持
ち
帰
っ
た
弘
法
大
師
・
空
海

は
、そ
の
中
に「
危
険
な
教
義
」が
あ
る
事
は

わ
か
っ
て
い
た
。そ
れ
は
、殺
し
た
方
が
本
人

の
為
と
考
え
る
時
に
は
殺
し
て
も
い
い
、と

い
う
教
え
だ
っ
た
。だ
が
、人
間
の
世
界
で
人

を
殺
せ
ば
平
安
時
代
で
も
殺
人
罪
に
当
た

る
。
だ
か
ら
敢
え
て
、弘
法
大
師
は
そ
の
部

分
に
触
れ
な
か
っ
た
が
、オ
ウ
ム
真
理
教
は

そ
の
部
分
だ
け
を
最
大
限
に
活
用
し
た
。オ

ウ
ム
真
理
教
の
歴
史
は
殺
人
の
歴
史
で
あ
る

と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
修
行
中
に
死

ん
だ
信
者
を
焼
却
機
で
灰
に
し
て
湖
に
捨
て

た
事
を
皮
切
り
に
、そ
れ
か
ら
は
敵
対
す
る

立
場
の
人
達
に
、集
団
で
殺
人
を
行
っ
て
い

く
。そ
の
頃
に
は
サ
リ
ン
よ
り
も
猛
毒
な
Ｖ

Ｘ
ガ
ス
を
作
っ
て
い
て
、そ
の
ガ
ス
を
液
体
に

し
て
対
象
者
に
か
け
た
の
で
あ
る
。
更
に
そ

こ
か
ら
サ
リ
ン
製
造
へ
と
発
展
す
る
。

　

オ
ウ
ム
真
理
教
は
ソ
連（
現
・ロ
シ
ア
）に

進
出
し
た
。そ
の
頃
の
ソ
連
は
崩
壊
寸
前
で

お
金
さ
え
出
せ
ば
何
で
も
買
え
る
状
態
で
、

サ
リ
ン
の
製
造
プ
ラ
ン
ト
一
式
と
大
型
ヘ
リ

コ
プ
タ
ー
を
買
っ
て
、上
九
一
色
村（
現
・
富

士
河
口
湖
町
）に
送
っ
た
。大
型
ヘ
リ
は
改
造

し
て
東
京
の
上
空
か
ら
70
ト
ン
の
サ
リ
ン
を

撒
く
予
定
で
あ
っ
た
。し
か
し
警
察
の
強
制

捜
査
が
迫
る
こ
と
を
察
知
し
て
、急
遽
、東
京

の
地
下
鉄
に
サ
リ
ン
を
撒
い
て
、
死
者
14
人
、

負
傷
者
６
５
０
０
人
と
い
う
未
曾
有
の
大
惨

事
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。正
に
無
差
別
大

量
殺
人
事
件
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
30
年
経
っ
た
。

　

あ
る
精
神
科
病
院
に
元
オ
ウ
ム
信
者
が
入

院
し
て
い
る
。
30
年
前
に
脱
会
し
た
の
だ
が
、

普
通
に
は
生
活
で
き
な
い
。
一
見
普
通
な
の

だ
が
話
し
て
み
る
と
や
は
り
お
か
し
い
。
自

分
で
考
え
て
行
動
す
る
事
が
出
来
な
い
。
規

制
さ
れ
た
中
で
制
限
さ
れ
て
生
き
る
事
に
安

心
感
を
覚
え
る
よ
う
だ
。
オ
ウ
ム
真
理
教
の

修
行
に
は
、
ヘ
ッ
ド
ホ
ン
を
し
て
、
麻
原
の

声
で
、
『
修
行
を
す
る
ぞ
、
修
行
を
す
る
ぞ
、

お
布
施
を
す
る
ぞ
、
お
布
施
を
す
る
ぞ
』
と

何
日
も
繰
り
返
し
て
聞
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
見
た
時
、
こ
ん
な
事
が
修
行
に

な
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ

を
続
け
て
い
る
う
ち
に
麻
原
の
声
と
修
行
と

お
布
施
が
セ
ッ
ト
で
、
こ
れ
を
続
け
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

目
隠
し
を
さ
れ
て
暗
闇
の
中
で
、
麻
原
の
声

だ
け
を
聴
い
て
い
る
と
、
何
か
の
拍
子
に
麻

原
の
声
を
聴
い
た
だ
け
で
恐
怖
を
覚
え
震
え

上
が
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
マ
イ
ン
ド
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
だ
ろ
う
。

　

こ
の
様
に
し
て
信
者
の
精
神
を
崩
壊
さ

せ
、
修
行
と
お
布
施
を
続
け
る
事
を
強
要
し

て
い
た
。
こ
れ
が
宗
教
と
言
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
オ
ウ
ム
真
理
教
に
囚
わ
れ
た
信
者
た
ち

が
、
果
た
し
て
幸
福
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

事
件
に
深
く
か
か
わ
っ
た
人
た
ち
は
死
刑

に
な
り
、
ま
た
ひ
っ
そ
り
と
精
神
科
病
院
で

暮
ら
す
人
も
い
る
。
そ
う
し
た
オ
ウ
ム
信
者

の
実
態
を
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い

と
思
う
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
実
態
を
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い

し
、
知
ら
な
い
世
代
の
人
達
に
も
伝
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
も
皆
様
方
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

令
和
６
年
12
月
13
日
（
金
）
、

オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
関
係
市
区

町
連
絡
会
（
会
長
・
近
藤
や
よ

い
足
立
区
長
）
は
、
鈴
木
馨
祐

法
務
大
臣
と
田
野
尻
猛
公
安
調

査
庁
長
官
に
観
察
処
分
の
期
限

撤
廃
や
解
散
命
令
の
規
定
な
ど

７
項
目
の
法
整
備
の
要
請
を
行

い
ま
し
た
。

　

要
請
行
動
に
は
、
加
盟
し
て

い
る
13
の
市
区
町
と
オ
ウ
ム
対

策
議
員
連
盟
の
国
会
議
員
・
都

議
会
議
員
を
は
じ
め
、
区
議
会

議
員
、
市
議
会
議
員
や
住
民
協

議
会
の
足
立
区
、
甲
賀
市
と
私

達
烏
山
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
住
民
協
議
会
か
ら

は
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら

30
年
経
と
う
と
し
て
い
る
中
、

風
化
の
現
状
や
麻
原
の
遺
骨
を

引
き
渡
し
た
後
の
危
惧
、
ア
レ

フ
や
ひ
か
り
の
輪
へ
の
さ
ら
な

る
監
視
の
強
化
な
ど
具
体
的
な

心
配
や
要
望
が
出
て
い
ま
し
た
。

オウム真理教対策住民協議会ニュース  211号（1月号） 全区版 令和7年1月27日

法務大臣と公安調査庁長官に要請法務大臣と公安調査庁長官に要請

烏山地域
オウム真理教対策

住民協議会

写真資料展
のご案内

「
パ
ネ
ル
で
振
り
返
る
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件（
30
年
）」

実
施
期
間

令
和
７
年
３
月
10
日（
月
）〜
24
日（
月
）

内　
　

容

事
件
当
時
の
パ
ネ
ル
を
展
示

場　
　

所

世
田
谷
区
役
所
東
棟
Ｍ
Ｂ
１
階（
半
地
下
階
）ホ
ー
ル
、　　
　

　
　
　

烏
山
区
民
セ
ン
タ
ー
・
１
階
ホ
ワ
イ
エ

主　
　

催

警
視
庁

共　
　

催

烏
山
地
域
オ
ウ
ム
真
理
教
対
策
住
民
協
議
会

法
務
大
臣
に
要
請
書
を
手
渡
し

▲

公安調査庁長官との意見交換

!!
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　令和6年11月9日（土）、烏山地域の町会・自治会に加え、衆議
院、都議会、区議会の各議員も参加し、抗議デモと学習会を開催しま
した。
　最初に烏山区民センター前広場にてシュプレヒコールをあげたの
ち、オウムの後継団体の一つであるひかりの輪の施設に向けてデモ
を行い、同施設前で抗議文を読み上げた後、投函しました。
　区民センターホールでの学習会では、長年オウム真理教の犯罪

被害者支援に取組まれている中村裕二弁護士、被害者ご遺族として
高橋シズヱさん、假谷実さんが講演されました。
　中村弁護士からは、オウム犯罪の経緯や、未然防止ができなかっ
た背景の説明があり、サリン事件から30 年を迎えようとする現在
でも、資産隠しにより被害者補償は進まない一方で、観察処分等の
様々な法的措置にも関わらず活動は続いており、今後も監視を継続
していくことが重要とのお話がありました。
　また、高橋シズヱさんと假谷実さんからは、ご遺族となった悔しさ
や怒り、被害者支援活動に取り組まれてこられた経緯や成果の説明
があり、長い時間が経過し、世の中の関心が薄れてきている中、風化
を止める為に連携していきたいとの発言がありました。
　講演者の方々からは、本協議会が地域密着で長年活動を継続し
ていることを評価して頂く発言が続き、今後も活動を継続していく思
いを新たにしました。
　また今回は、マスメディア（TV、新聞、通信社）の他、オウム事件
に関心を持つ大学生も取材に来ました。今後も情報発信を続けてい
きます。

本紙についてのお問い合わせ：世田谷区南烏山6-22-14　烏山総合支所内住民協議会  電話 03（3326）1202・FAX 03（3326）1050

第49回 抗議デモ･学習会を開催

〜 以下、学習会アンケートから一部抜粋 〜

【学習会への感想】
＊継続して、オウム真理教への対策、抗議を
住民が続けることの必要性を感じました。

＊当時学生であり、はっきりとサリン事件の
事も記憶しています。社会不安をかき立て
られるとともに、地下鉄や電車に乗ること
にも恐怖を憶えた。この事件を起こした団
体が解散されることなく今も活動している
ことに怒りを感じる。解散して欲しい。

＊賠償金未払い、資産隠し、不報告など現教
団もなお悪質性が根底に潜んでいることを
知ることが出来た。貴重な活動を継続され
ているご遺族、弁護士はじめ関係者のご尽
力を忘れてはいけないと感じた。

＊今のひかりの輪の問題点について知りた
かったが、まったく情報がなく残念だった。

＊オウムの起こした恐ろしい事件。そのこと
を風化させないことが再発防止の要だと思

いました。また、中村弁護士による事件の時
系列の振り返り、髙橋シズヱさん、假谷さん
の生の声は良い学びになりました。

＊30年ですか！風化させてはいけないです。
そのために何度聞いても聞き足りない良い
内容でした。高橋シズヱさんの協議会への
言葉良かったです。継続と連帯ですね。

＊サリン事件から30年。烏山の対策住民協議
会発足から24年。私も忘れそうになる。こ
うして定期的に学び直し、考える機会は重
要です。ゲストの高橋シズヱさんのこれま
でのご活動、ご苦労に敬意を表します。「信
者は怠惰」という指摘は印象的でした。

【住民協議会への感想】
＊ひかりの輪が移住してきたことにより活動
が始まり、24 年間の活動は並大抵ではな
いと思います。ありがとうございます。

＊次世代にきちんと伝えていく大切さ、住民
協議会の果たす役割は大きいと思います。

＊今日のシュプレヒコールは良かった。商店
街で通行人、買い物客たちに、烏山にひ
かりの輪の施設があること、その解決のた
めのデモ行進であることをもっとたくさん
アピールするともっと意味あるものになる
と思います。

＊デモの度に「忘却」との闘いを感じます。
事件とカルト宗教の活動実態をいかに正し
く伝えていくか、私たちの絶え間ない活動
が必須です。

＊毎日の見張りにどの程度の効果があるの
かな !?もう少し直接的なアプローチはで
きないものか。

　

抗　　議　　文
　地下鉄サリン事件から３０年が経とうとしている。この事件で尊
い１４名の命が奪われ、６５００名が負傷した。日本史上例を見な
い無差別大量殺人事件である。その被害者への賠償金をオウム真
理教は払わなくてはならない。３年前、オウム真理教犯罪被害者支
援機構からの訴えで、１０億２５００万円の支払いが確定した。し
かし、アレフは預金を隠し、財産を振り分けて支払う素振りもない。
　オウム真理教の歴史は、犯罪の歴史である。オウム真理教は、修
行中に亡くなった信者を高温の焼却機に入れて灰にして処分し、敵
対する人にＶＸガスを浴びせて殺傷を図った。坂本弁護士一家３人
は殺害され帰らぬ人となってしまった。心を豊かにするはずの修行
は、殺人の積み重ねだった。
　上祐は何を目指して、いまだにひかりの輪を運営しているのか。
観察処分から逃れて、またオウム真理教を復活させたいと思ってい
るのか。
　こんな監視の厳しい所では、意図する活動も出来るはずもない。
早く解散して他の信者を自由にしたらどうか。その為の協力は惜し
まない。
　我々住民協議会は、ひかりの輪がこの烏山にいる限り、監視活動
を続け、オウム反対の声を上げ続けることを宣言する。

　令和６年１１月９日

　　　　　　　　　　　　　　烏山地域オウム真理教対策住民協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　古　馬　一　行

協議会ホームページアドレス　https://www.karasuyama-kyogikai.jp
この協議会ニュースは、皆様の募金により発行されています。

このアンケートを通じて私達の活動に賛同

して下さる方が新たにお仲間になって下さ

いました。継続することの意義を深く感じ

ています。これからも住民協議会の活動に

ご支援、ご協力をよろしくお願いします。
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